
民法の成年年齢引下げに反対する会長声明 
 
１ 現在，民法の成年年齢を２０歳から１８歳に引き下げることが検討されて

おり，成年年齢に関する民法の一部を改正する法律案の提出が今国会に提出

される見通しである。 
  しかし，この法案には反対である。その理由は次のとおりである。 
２ ２００９年（平成２１年）１０月の法制審議会による「民法の成年年齢の

引下げについての最終報告書」（以下「最終報告書」という。）において，「民

法の成年年齢の引下げの法整備を行うには，若年者の自立を促すような施策

や消費者被害の拡大のおそれ等の問題点の解決に資する施策が実現されるこ

とが必要である」とされ，引下げの時期については，「これらの施策の効果の

若年者を中心とする国民への浸透の程度やそれについての国民の意識」が重

視されていた。 
  また，内閣府消費者委員会は，２０１７年（平成２９年）１月１０日付け

で，「成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループ報告書」を踏まえ，成年

年齢引下げにより若年者の消費者被害の拡大への懸念と被害防止及び救済の

施策の必要性を指摘していた。 
  私たちの法律実務上の経験によれば，１８歳，１９歳の若年者を中心に，

マルチ商法，キャッチセールスやアポイントメントセールス，サイドビジネ

ス，エステなどの医療美容サービス，インターネット取引などにおいて，被

害が多く発生している。１８歳，１９歳といえば，高校生，大学や専門学校

の１年生，２年生，あるいは高校卒業後就職して間もない頃であり，大学受

験，大学や専門学校への進学，就職，上京，転居など，人生における大きな

節目を迎えるとともに，高額の支払いを伴う様々な契約（各種学校への入学

や，留学に伴う諸手続き，賃貸借契約など）を締結したり，アルバイトをす

るなど社会と接触する機会が一気に増える時期である。また，学校等におけ

る先輩後輩関係や友人関係等の影響を受けやすく，リスクを十分把握しない

ままに断りきれずに誘いに応じるといったことから，人間関係を介して被害

が拡大し，また，被害に遭ったときにどう対応すればいいかも分からずに一

人で問題を抱え込んでしまい，被害の解決が遅れ，さらに被害が深刻になっ

たり，拡大してしまうという事態が生じやすい。したがって，１８歳，１９

歳という時期こそ消費者被害に巻き込まれる可能性が格段に高まり，こうし

た被害から若者を守るべきことが必要な年代なのである。 
 このような被害について，私たちは，現状，未成年者取消権を用いることで

若年者を救済している。 
  しかしながら，今後，１８歳，１９歳の若年者の取消権が失われれば，若



年者が消費者被害に巻き込まれた際に，これを解決する残された主な手段は，

債務整理しかないこととなり，救済策として極めて不十分である。加えて若

年者が多額の負債を抱えてしまった場合，生活に困窮したことでさらなるト

ラブルを抱えてしまったり，あるいはその負債の返済に負われて進学を諦め

てしまうという事態が危惧される。また，債務整理を行うことで信用情報（い

わゆるブラックリスト）に記録が残ってしまい，希望する就職先に就職する

ことができないといった深刻かつ重大な結果をもたらすことになってしまう

ことも懸念される。 
  その他にも，成年年齢が引き下げられることで，養育費を受けている場合

ではその支払いの終期が早まってしまったり，未成年者に不利な労働契約の

解除権（労働基準法５８条２項）行使ができなくなる結果，若年労働者の労

働環境が悪化してしまうということも危惧される。 
  さらに，教育の現場においても，法改正により，高校において成年者と未

成年者が混在する事態が生じることになる。そのうえ，学生においては，１

８歳になった時点から自由に取引ができることになるが，消費者契約法や特

定商取引法，割賦販売法など消費者保護法制について習熟しているとはいえ

ない状況で，１８歳，１９歳の若年者に対する保護がなくなった場合，自己

責任の名の下に，悪徳業者から狙い撃ちにされてしまう危険がある。 
３⑴ 以上の次第で，若年者を深刻な消費者被害に巻き込む重大な懸念があり，

その救済が極めて困難となることから，民法の成年年齢を２０歳から１８

歳に引き下げることについては反対である。 
 ⑵ 仮に引き下げを行うとしても，若年者保護の見地から，それに先立って

若年者が自らの利益を適切に守ることができる法的措置がなされることが

前提とされなければならないと考える。 
   具体的には，少なくとも，①事業者が消費者の判断力，知識，経験等の

不足につけ込んで締結させた契約を取り消すことができる規定を定めるこ

と（消費者契約法の改正），②知識，経験，財産状況に照らして，当該取引

を行うのが適切でない若年者に対する勧誘を禁止するとともに，そのよう

な勧誘が行われた場合にはその契約を取り消すことができる規定を定める

こと（特定商取引法の改正），③若年者の若年者がクレジット契約をする際

の資力要件とその確認方法を厳格化すること（割賦販売法の改正），④若年

者が貸金業者，銀行等金融機関から借入れを行う際の資力要件とその確認

方法につき厳格化を図ること（貸金業法と主要行等向けの総合的な監督指

針等の改正）が必要である。 
   これらの法制度が構築され，社会に浸透し，国民の理解が得られた時点

において成年年齢の引下げが行われるべきであり，これらの前提なく民法



の成年年齢を２０歳から１８歳に引き下げることには強く反対せざるを得

ない。 
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